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⼈事労務

Q 昨今のエコブームや健康志向を意識して⾃転⾞で通勤する⼈が増えてきました。

A ⾃転⾞通勤の増加に伴い、⾃転⾞事故等によるリスクも⾼まってきます。

⼀⽅で、運転者が加害者となる場合もあるでしょう。また、賃⾦管理の観点においては、その通勤費の取扱いをどのようにするのかという問題も出てきます。

⾃動⾞通勤においては任意保険の加⼊基準などを設定し、許可制にしている企業が多いと思われますが、⾃転⾞通勤については、そのようなルールもな

く、従業員の判断で⾃転⾞通勤をしているケースがほとんどです。⾃転⾞通勤についても明確なルールの下に管理していくことが求められます。

従業員が⾃転⾞通勤をする際の問題点に

（１）

る負傷、疾病、障害⼜は死亡」などの災害を労働者が被った場合に法で定める保険給付を⾏うことになっていますが、通勤の定義については、同法におい

て以下のように定められています。

●通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び⽅法により⾏うことをいい、業務の性質を有する

通勤災害として認められるためには、上記の通勤の定義に当てはまることが必要となりますが、併せて通勤と災害との間に因果関係がなければ保険給付

の対象とはなりません。例えば、⾃宅から直接取引先に⾏くような場合は、その⾏動は業務に付随したものであることから、通勤災害とはならず業務災害と

して取り扱う

の「合理的な経路及び⽅法」とは、「住居と就業の場所との間を往復する場合に、⼀般に労働者が⽤いると認められる経路及び⼿段等」のこと

す。つまり、会社に届けている通勤経路だけでなく、この他に通常考えられる経路であればそれも合理的な経路として認められ、例えば、⼦どもを預けるため

に⾃宅から託児所へ⾏き、そこから会社に向かうような場合などについては合理的な経路として取り扱われること

は⾃由度が⾼いため、通勤途上で寄り道をし、合理的な経路を外れる頻度が⾼い

勤災害に関する基本的なルールを説明し、合理的な経路を外れた場合のリスクについて理解させておくことが求められるでしょう。

次に「合理的な⽅法」については、実際に従業員が利⽤している⽅法に限らず、地下鉄やバスなどの公共交通機関、⾃動⾞、⾃転⾞などを使⽤する

場合や徒歩も含まれています。そのため、地下鉄通勤を⾏っていた従業員が会社に無許可で⾃転⾞通勤をして通勤災害に遭った場合についても、⾃転

⾞通勤していた経路が⼀般的に考えて皆が通りうる経路を通っている場合であれば、通勤災害として認められることになります。

また、

ては、基本的には従業員がその責任を負うことになりますが、それが果たせない場合には雇⽤主である会社が責任を追及されることがあります。そのため、会

社のリスク管理としては、万が⼀の事故に備え、従業員に⺠間保険への加⼊義務を課すなどの対策を講じておく必要があるでしょう。

（２）

なからず⾒られます。従業

報告せず、通勤費を受け取り続けることは不当利得であると考えられることから、⼿当を⾒直すなどの対応が求められます。

（３）

もらい、その証明書を提出させたうえで⾃転⾞通勤を許可するなどの対応が求められます。

⾃転⾞通勤をめぐる問題は数多くあります。これらの問題を解決しないままに従業員

潜んでいます。そのため、まずは会社として⾃転⾞通勤を認めるか否かの⽅針を決め、認める場合は早急に⾃転⾞通勤についてのルールを整備していくこと

が望まれます。
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⼈事労務 Q&A 

昨今のエコブームや健康志向を意識して⾃転⾞で通勤する⼈が増えてきました。

⾃転⾞通勤の増加に伴い、⾃転⾞事故等によるリスクも⾼まってきます。

⼀⽅で、運転者が加害者となる場合もあるでしょう。また、賃⾦管理の観点においては、その通勤費の取扱いをどのようにするのかという問題も出てきます。

⾃動⾞通勤においては任意保険の加⼊基準などを設定し、許可制にしている企業が多いと思われますが、⾃転⾞通勤については、そのようなルールもな

く、従業員の判断で⾃転⾞通勤をしているケースがほとんどです。⾃転⾞通勤についても明確なルールの下に管理していくことが求められます。

従業員が⾃転⾞通勤をする際の問題点に

（１）通勤途上での事故に関しては、直接的にはそれが通勤災害となるか否かという課題が存在します。そもそも労災保険法は、「労働者の通勤によ

る負傷、疾病、障害⼜は死亡」などの災害を労働者が被った場合に法で定める保険給付を⾏うことになっていますが、通勤の定義については、同法におい

て以下のように定められています。

通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び⽅法により⾏うことをいい、業務の性質を有する

1.住居と就業の場所との間の往復

2.厚⽣労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
3.１に掲げる往復に先⾏し、⼜は後続する住居間の移動（厚⽣労働省令で定める要件に該当するものに限る。）

通勤災害として認められるためには、上記の通勤の定義に当てはまることが必要となりますが、併せて通勤と災害との間に因果関係がなければ保険給付

の対象とはなりません。例えば、⾃宅から直接取引先に⾏くような場合は、その⾏動は業務に付随したものであることから、通勤災害とはならず業務災害と

して取り扱うことになります。通勤災害の取扱いで重要になってくるのは、「合理的な経路及び⽅法」により⾏われるものでなければならないという点です。こ

の「合理的な経路及び⽅法」とは、「住居と就業の場所との間を往復する場合に、⼀般に労働者が⽤いると認められる経路及び⼿段等」のこと

す。つまり、会社に届けている通勤経路だけでなく、この他に通常考えられる経路であればそれも合理的な経路として認められ、例えば、⼦どもを預けるため

に⾃宅から託児所へ⾏き、そこから会社に向かうような場合などについては合理的な経路として取り扱われること

は⾃由度が⾼いため、通勤途上で寄り道をし、合理的な経路を外れる頻度が⾼い

勤災害に関する基本的なルールを説明し、合理的な経路を外れた場合のリスクについて理解させておくことが求められるでしょう。

次に「合理的な⽅法」については、実際に従業員が利⽤している⽅法に限らず、地下鉄やバスなどの公共交通機関、⾃動⾞、⾃転⾞などを使⽤する

場合や徒歩も含まれています。そのため、地下鉄通勤を⾏っていた従業員が会社に無許可で⾃転⾞通勤をして通勤災害に遭った場合についても、⾃転

⾞通勤していた経路が⼀般的に考えて皆が通りうる経路を通っている場合であれば、通勤災害として認められることになります。

また、従業員が加害者となり、他⼈にケガを負わせることもあることから、その場合の損害賠償についても考えておく必要があります。この損

ては、基本的には従業員がその責任を負うことになりますが、それが果たせない場合には雇⽤主である会社が責任を追及されることがあります。そのため、会

社のリスク管理としては、万が⼀の事故に備え、従業員に⺠間保険への加⼊義務を課すなどの対策を講じておく必要があるでしょう。

（２）次に通勤費の取り扱いについてです。

なからず⾒られます。従業

報告せず、通勤費を受け取り続けることは不当利得であると考えられることから、⼿当を⾒直すなどの対応が求められます。

（３）放置⾃転⾞の問題についても注意が必要です。会社が⾃転⾞通勤を認める場合は、会社で駐輪場を⽤意するか、あるいは従業員に確保して

もらい、その証明書を提出させたうえで⾃転⾞通勤を許可するなどの対応が求められます。

⾃転⾞通勤をめぐる問題は数多くあります。これらの問題を解決しないままに従業員

潜んでいます。そのため、まずは会社として⾃転⾞通勤を認めるか否かの⽅針を決め、認める場合は早急に⾃転⾞通勤についてのルールを整備していくこと

が望まれます。 
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⾃動⾞通勤においては任意保険の加⼊基準などを設定し、許可制にしている企業が多いと思われますが、⾃転⾞通勤については、そのようなルールもな

く、従業員の判断で⾃転⾞通勤をしているケースがほとんどです。⾃転⾞通勤についても明確なルールの下に管理していくことが求められます。

従業員が⾃転⾞通勤をする際の問題点に

通勤途上での事故に関しては、直接的にはそれが通勤災害となるか否かという課題が存在します。そもそも労災保険法は、「労働者の通勤によ

る負傷、疾病、障害⼜は死亡」などの災害を労働者が被った場合に法で定める保険給付を⾏うことになっていますが、通勤の定義については、同法におい

て以下のように定められています。 

通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び⽅法により⾏うことをいい、業務の性質を有する

住居と就業の場所との間の往復

厚⽣労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
に掲げる往復に先⾏し、⼜は後続する住居間の移動（厚⽣労働省令で定める要件に該当するものに限る。）

通勤災害として認められるためには、上記の通勤の定義に当てはまることが必要となりますが、併せて通勤と災害との間に因果関係がなければ保険給付

の対象とはなりません。例えば、⾃宅から直接取引先に⾏くような場合は、その⾏動は業務に付随したものであることから、通勤災害とはならず業務災害と

ことになります。通勤災害の取扱いで重要になってくるのは、「合理的な経路及び⽅法」により⾏われるものでなければならないという点です。こ

の「合理的な経路及び⽅法」とは、「住居と就業の場所との間を往復する場合に、⼀般に労働者が⽤いると認められる経路及び⼿段等」のこと

す。つまり、会社に届けている通勤経路だけでなく、この他に通常考えられる経路であればそれも合理的な経路として認められ、例えば、⼦どもを預けるため

に⾃宅から託児所へ⾏き、そこから会社に向かうような場合などについては合理的な経路として取り扱われること

は⾃由度が⾼いため、通勤途上で寄り道をし、合理的な経路を外れる頻度が⾼い

勤災害に関する基本的なルールを説明し、合理的な経路を外れた場合のリスクについて理解させておくことが求められるでしょう。

次に「合理的な⽅法」については、実際に従業員が利⽤している⽅法に限らず、地下鉄やバスなどの公共交通機関、⾃動⾞、⾃転⾞などを使⽤する

場合や徒歩も含まれています。そのため、地下鉄通勤を⾏っていた従業員が会社に無許可で⾃転⾞通勤をして通勤災害に遭った場合についても、⾃転

⾞通勤していた経路が⼀般的に考えて皆が通りうる経路を通っている場合であれば、通勤災害として認められることになります。

従業員が加害者となり、他⼈にケガを負わせることもあることから、その場合の損害賠償についても考えておく必要があります。この損

ては、基本的には従業員がその責任を負うことになりますが、それが果たせない場合には雇⽤主である会社が責任を追及されることがあります。そのため、会

社のリスク管理としては、万が⼀の事故に備え、従業員に⺠間保険への加⼊義務を課すなどの対策を講じておく必要があるでしょう。

通勤費の取り扱いについてです。

なからず⾒られます。従業員側にはあまり

報告せず、通勤費を受け取り続けることは不当利得であると考えられることから、⼿当を⾒直すなどの対応が求められます。

放置⾃転⾞の問題についても注意が必要です。会社が⾃転⾞通勤を認める場合は、会社で駐輪場を⽤意するか、あるいは従業員に確保して

もらい、その証明書を提出させたうえで⾃転⾞通勤を許可するなどの対応が求められます。

⾃転⾞通勤をめぐる問題は数多くあります。これらの問題を解決しないままに従業員

潜んでいます。そのため、まずは会社として⾃転⾞通勤を認めるか否かの⽅針を決め、認める場合は早急に⾃転⾞通勤についてのルールを整備していくこと
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もらい、その証明書を提出させたうえで⾃転⾞通勤を許可するなどの対応が求められます。

⾃転⾞通勤をめぐる問題は数多くあります。これらの問題を解決しないままに従業員

潜んでいます。そのため、まずは会社として⾃転⾞通勤を認めるか否かの⽅針を決め、認める場合は早急に⾃転⾞通勤についてのルールを整備していくこと

 

  

昨今のエコブームや健康志向を意識して⾃転⾞で通勤する⼈が増えてきました。会社として⾃転⾞通勤におけるリスクがあれば教えてください。

例えば、⾃転⾞通勤中の事故による運転者⾃⾝のケガが⼼配されますが、

⼀⽅で、運転者が加害者となる場合もあるでしょう。また、賃⾦管理の観点においては、その通勤費の取扱いをどのようにするのかという問題も出てきます。

⾃動⾞通勤においては任意保険の加⼊基準などを設定し、許可制にしている企業が多いと思われますが、⾃転⾞通勤については、そのようなルールもな

く、従業員の判断で⾃転⾞通勤をしているケースがほとんどです。⾃転⾞通勤についても明確なルールの下に管理していくことが求められます。

2）通勤費の取扱い

通勤途上での事故に関しては、直接的にはそれが通勤災害となるか否かという課題が存在します。そもそも労災保険法は、「労働者の通勤によ

る負傷、疾病、障害⼜は死亡」などの災害を労働者が被った場合に法で定める保険給付を⾏うことになっていますが、通勤の定義については、同法におい

通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び⽅法により⾏うことをいい、業務の性質を有する

に掲げる往復に先⾏し、⼜は後続する住居間の移動（厚⽣労働省令で定める要件に該当するものに限る。）

通勤災害として認められるためには、上記の通勤の定義に当てはまることが必要となりますが、併せて通勤と災害との間に因果関係がなければ保険給付

の対象とはなりません。例えば、⾃宅から直接取引先に⾏くような場合は、その⾏動は業務に付随したものであることから、通勤災害とはならず業務災害と

ことになります。通勤災害の取扱いで重要になってくるのは、「合理的な経路及び⽅法」により⾏われるものでなければならないという点です。こ

の「合理的な経路及び⽅法」とは、「住居と就業の場所との間を往復する場合に、⼀般に労働者が⽤いると認められる経路及び⼿段等」のこと

す。つまり、会社に届けている通勤経路だけでなく、この他に通常考えられる経路であればそれも合理的な経路として認められ、例えば、⼦どもを預けるため

に⾃宅から託児所へ⾏き、そこから会社に向かうような場合などについては合理的な経路として取り扱われること

は⾃由度が⾼いため、通勤途上で寄り道をし、合理的な経路を外れる頻度が⾼いと考えられます。

勤災害に関する基本的なルールを説明し、合理的な経路を外れた場合のリスクについて理解させておくことが求められるでしょう。

次に「合理的な⽅法」については、実際に従業員が利⽤している⽅法に限らず、地下鉄やバスなどの公共交通機関、⾃動⾞、⾃転⾞などを使⽤する

場合や徒歩も含まれています。そのため、地下鉄通勤を⾏っていた従業員が会社に無許可で⾃転⾞通勤をして通勤災害に遭った場合についても、⾃転

⾞通勤していた経路が⼀般的に考えて皆が通りうる経路を通っている場合であれば、通勤災害として認められることになります。

従業員が加害者となり、他⼈にケガを負わせることもあることから、その場合の損害賠償についても考えておく必要があります。この損

ては、基本的には従業員がその責任を負うことになりますが、それが果たせない場合には雇⽤主である会社が責任を追及されることがあります。そのため、会

社のリスク管理としては、万が⼀の事故に備え、従業員に⺠間保険への加⼊義務を課すなどの対策を講じておく必要があるでしょう。

出ずに⾃転⾞通勤を⾏い、公共交通機関などの定期代をそのまま受

意識はないと思われますが、通勤費の本来の目的である「実費弁償」とい

報告せず、通勤費を受け取り続けることは不当利得であると考えられることから、⼿当を⾒直すなどの対応が求められます。

放置⾃転⾞の問題についても注意が必要です。会社が⾃転⾞通勤を認める場合は、会社で駐輪場を⽤意するか、あるいは従業員に確保して

もらい、その証明書を提出させたうえで⾃転⾞通勤を許可するなどの対応が求められます。 

⾃転⾞通勤をめぐる問題は数多くあります。これらの問題を解決しないままに従業員の⾃転⾞通勤を

潜んでいます。そのため、まずは会社として⾃転⾞通勤を認めるか否かの⽅針を決め、認める場合は早急に⾃転⾞通勤についてのルールを整備していくこと

 

会社として⾃転⾞通勤におけるリスクがあれば教えてください。

例えば、⾃転⾞通勤中の事故による運転者⾃⾝のケガが⼼配されますが、

⼀⽅で、運転者が加害者となる場合もあるでしょう。また、賃⾦管理の観点においては、その通勤費の取扱いをどのようにするのかという問題も出てきます。

⾃動⾞通勤においては任意保険の加⼊基準などを設定し、許可制にしている企業が多いと思われますが、⾃転⾞通勤については、そのようなルールもな

く、従業員の判断で⾃転⾞通勤をしているケースがほとんどです。⾃転⾞通勤についても明確なルールの下に管理していくことが求められます。

）通勤費の取扱い、（3）駐輪場の確保

通勤途上での事故に関しては、直接的にはそれが通勤災害となるか否かという課題が存在します。そもそも労災保険法は、「労働者の通勤によ

る負傷、疾病、障害⼜は死亡」などの災害を労働者が被った場合に法で定める保険給付を⾏うことになっていますが、通勤の定義については、同法におい

通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び⽅法により⾏うことをいい、業務の性質を有する

に掲げる往復に先⾏し、⼜は後続する住居間の移動（厚⽣労働省令で定める要件に該当するものに限る。）

通勤災害として認められるためには、上記の通勤の定義に当てはまることが必要となりますが、併せて通勤と災害との間に因果関係がなければ保険給付

の対象とはなりません。例えば、⾃宅から直接取引先に⾏くような場合は、その⾏動は業務に付随したものであることから、通勤災害とはならず業務災害と

ことになります。通勤災害の取扱いで重要になってくるのは、「合理的な経路及び⽅法」により⾏われるものでなければならないという点です。こ

の「合理的な経路及び⽅法」とは、「住居と就業の場所との間を往復する場合に、⼀般に労働者が⽤いると認められる経路及び⼿段等」のこと

す。つまり、会社に届けている通勤経路だけでなく、この他に通常考えられる経路であればそれも合理的な経路として認められ、例えば、⼦どもを預けるため

に⾃宅から託児所へ⾏き、そこから会社に向かうような場合などについては合理的な経路として取り扱われることになります。

と考えられます。そのため、会社としては⾃転⾞通勤者に対して、通

勤災害に関する基本的なルールを説明し、合理的な経路を外れた場合のリスクについて理解させておくことが求められるでしょう。

次に「合理的な⽅法」については、実際に従業員が利⽤している⽅法に限らず、地下鉄やバスなどの公共交通機関、⾃動⾞、⾃転⾞などを使⽤する

場合や徒歩も含まれています。そのため、地下鉄通勤を⾏っていた従業員が会社に無許可で⾃転⾞通勤をして通勤災害に遭った場合についても、⾃転

⾞通勤していた経路が⼀般的に考えて皆が通りうる経路を通っている場合であれば、通勤災害として認められることになります。

従業員が加害者となり、他⼈にケガを負わせることもあることから、その場合の損害賠償についても考えておく必要があります。この損

ては、基本的には従業員がその責任を負うことになりますが、それが果たせない場合には雇⽤主である会社が責任を追及されることがあります。そのため、会

社のリスク管理としては、万が⼀の事故に備え、従業員に⺠間保険への加⼊義務を課すなどの対策を講じておく必要があるでしょう。

出ずに⾃転⾞通勤を⾏い、公共交通機関などの定期代をそのまま受

意識はないと思われますが、通勤費の本来の目的である「実費弁償」とい

報告せず、通勤費を受け取り続けることは不当利得であると考えられることから、⼿当を⾒直すなどの対応が求められます。

放置⾃転⾞の問題についても注意が必要です。会社が⾃転⾞通勤を認める場合は、会社で駐輪場を⽤意するか、あるいは従業員に確保して

⾃転⾞通勤を漫然と認めていると、大きな問題が⽣じるリスクが

潜んでいます。そのため、まずは会社として⾃転⾞通勤を認めるか否かの⽅針を決め、認める場合は早急に⾃転⾞通勤についてのルールを整備していくこと

 

会社として⾃転⾞通勤におけるリスクがあれば教えてください。

例えば、⾃転⾞通勤中の事故による運転者⾃⾝のケガが⼼配されますが、

⼀⽅で、運転者が加害者となる場合もあるでしょう。また、賃⾦管理の観点においては、その通勤費の取扱いをどのようにするのかという問題も出てきます。

⾃動⾞通勤においては任意保険の加⼊基準などを設定し、許可制にしている企業が多いと思われますが、⾃転⾞通勤については、そのようなルールもな

く、従業員の判断で⾃転⾞通勤をしているケースがほとんどです。⾃転⾞通勤についても明確なルールの下に管理していくことが求められます。

）駐輪場の確保の

通勤途上での事故に関しては、直接的にはそれが通勤災害となるか否かという課題が存在します。そもそも労災保険法は、「労働者の通勤によ

る負傷、疾病、障害⼜は死亡」などの災害を労働者が被った場合に法で定める保険給付を⾏うことになっていますが、通勤の定義については、同法におい

通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び⽅法により⾏うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。

に掲げる往復に先⾏し、⼜は後続する住居間の移動（厚⽣労働省令で定める要件に該当するものに限る。） 

通勤災害として認められるためには、上記の通勤の定義に当てはまることが必要となりますが、併せて通勤と災害との間に因果関係がなければ保険給付

の対象とはなりません。例えば、⾃宅から直接取引先に⾏くような場合は、その⾏動は業務に付随したものであることから、通勤災害とはならず業務災害と

ことになります。通勤災害の取扱いで重要になってくるのは、「合理的な経路及び⽅法」により⾏われるものでなければならないという点です。こ

の「合理的な経路及び⽅法」とは、「住居と就業の場所との間を往復する場合に、⼀般に労働者が⽤いると認められる経路及び⼿段等」のこと

す。つまり、会社に届けている通勤経路だけでなく、この他に通常考えられる経路であればそれも合理的な経路として認められ、例えば、⼦どもを預けるため

になります。しかし、

そのため、会社としては⾃転⾞通勤者に対して、通

勤災害に関する基本的なルールを説明し、合理的な経路を外れた場合のリスクについて理解させておくことが求められるでしょう。 

次に「合理的な⽅法」については、実際に従業員が利⽤している⽅法に限らず、地下鉄やバスなどの公共交通機関、⾃動⾞、⾃転⾞などを使⽤する

場合や徒歩も含まれています。そのため、地下鉄通勤を⾏っていた従業員が会社に無許可で⾃転⾞通勤をして通勤災害に遭った場合についても、⾃転

⾞通勤していた経路が⼀般的に考えて皆が通りうる経路を通っている場合であれば、通勤災害として認められることになります。 

従業員が加害者となり、他⼈にケガを負わせることもあることから、その場合の損害賠償についても考えておく必要があります。この損

ては、基本的には従業員がその責任を負うことになりますが、それが果たせない場合には雇⽤主である会社が責任を追及されることがあります。そのため、会

社のリスク管理としては、万が⼀の事故に備え、従業員に⺠間保険への加⼊義務を課すなどの対策を講じておく必要があるでしょう。

出ずに⾃転⾞通勤を⾏い、公共交通機関などの定期代をそのまま受領しているという例が少

意識はないと思われますが、通勤費の本来の目的である「実費弁償」という点からみると、⾃転⾞通勤の事実を

報告せず、通勤費を受け取り続けることは不当利得であると考えられることから、⼿当を⾒直すなどの対応が求められます。 

放置⾃転⾞の問題についても注意が必要です。会社が⾃転⾞通勤を認める場合は、会社で駐輪場を⽤意するか、あるいは従業員に確保して

認めていると、大きな問題が⽣じるリスクが

潜んでいます。そのため、まずは会社として⾃転⾞通勤を認めるか否かの⽅針を決め、認める場合は早急に⾃転⾞通勤についてのルールを整備していくこと

会社として⾃転⾞通勤におけるリスクがあれば教えてください。

例えば、⾃転⾞通勤中の事故による運転者⾃⾝のケガが⼼配されますが、

⼀⽅で、運転者が加害者となる場合もあるでしょう。また、賃⾦管理の観点においては、その通勤費の取扱いをどのようにするのかという問題も出てきます。

⾃動⾞通勤においては任意保険の加⼊基準などを設定し、許可制にしている企業が多いと思われますが、⾃転⾞通勤については、そのようなルールもな

く、従業員の判断で⾃転⾞通勤をしているケースがほとんどです。⾃転⾞通勤についても明確なルールの下に管理していくことが求められます。 

の 3 点が挙げられます

通勤途上での事故に関しては、直接的にはそれが通勤災害となるか否かという課題が存在します。そもそも労災保険法は、「労働者の通勤によ

る負傷、疾病、障害⼜は死亡」などの災害を労働者が被った場合に法で定める保険給付を⾏うことになっていますが、通勤の定義については、同法におい

ものを除くものとする。

通勤災害として認められるためには、上記の通勤の定義に当てはまることが必要となりますが、併せて通勤と災害との間に因果関係がなければ保険給付

の対象とはなりません。例えば、⾃宅から直接取引先に⾏くような場合は、その⾏動は業務に付随したものであることから、通勤災害とはならず業務災害と

ことになります。通勤災害の取扱いで重要になってくるのは、「合理的な経路及び⽅法」により⾏われるものでなければならないという点です。こ

の「合理的な経路及び⽅法」とは、「住居と就業の場所との間を往復する場合に、⼀般に労働者が⽤いると認められる経路及び⼿段等」のことをい

す。つまり、会社に届けている通勤経路だけでなく、この他に通常考えられる経路であればそれも合理的な経路として認められ、例えば、⼦どもを預けるため

しかし、⾃転⾞通勤の場合に

そのため、会社としては⾃転⾞通勤者に対して、通

 

次に「合理的な⽅法」については、実際に従業員が利⽤している⽅法に限らず、地下鉄やバスなどの公共交通機関、⾃動⾞、⾃転⾞などを使⽤する

場合や徒歩も含まれています。そのため、地下鉄通勤を⾏っていた従業員が会社に無許可で⾃転⾞通勤をして通勤災害に遭った場合についても、⾃転

従業員が加害者となり、他⼈にケガを負わせることもあることから、その場合の損害賠償についても考えておく必要があります。この損害賠償につい

ては、基本的には従業員がその責任を負うことになりますが、それが果たせない場合には雇⽤主である会社が責任を追及されることがあります。そのため、会

社のリスク管理としては、万が⼀の事故に備え、従業員に⺠間保険への加⼊義務を課すなどの対策を講じておく必要があるでしょう。 

領しているという例が少

う点からみると、⾃転⾞通勤の事実を

放置⾃転⾞の問題についても注意が必要です。会社が⾃転⾞通勤を認める場合は、会社で駐輪場を⽤意するか、あるいは従業員に確保して

認めていると、大きな問題が⽣じるリスクが

潜んでいます。そのため、まずは会社として⾃転⾞通勤を認めるか否かの⽅針を決め、認める場合は早急に⾃転⾞通勤についてのルールを整備していくこと
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会社として⾃転⾞通勤におけるリスクがあれば教えてください。 

例えば、⾃転⾞通勤中の事故による運転者⾃⾝のケガが⼼配されますが、

⼀⽅で、運転者が加害者となる場合もあるでしょう。また、賃⾦管理の観点においては、その通勤費の取扱いをどのようにするのかという問題も出てきます。

⾃動⾞通勤においては任意保険の加⼊基準などを設定し、許可制にしている企業が多いと思われますが、⾃転⾞通勤については、そのようなルールもな

点が挙げられます。 

通勤途上での事故に関しては、直接的にはそれが通勤災害となるか否かという課題が存在します。そもそも労災保険法は、「労働者の通勤によ
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ことになります。通勤災害の取扱いで重要になってくるのは、「合理的な経路及び⽅法」により⾏われるものでなければならないという点です。こ
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領しているという例が少

う点からみると、⾃転⾞通勤の事実を

放置⾃転⾞の問題についても注意が必要です。会社が⾃転⾞通勤を認める場合は、会社で駐輪場を⽤意するか、あるいは従業員に確保して

認めていると、大きな問題が⽣じるリスクが

潜んでいます。そのため、まずは会社として⾃転⾞通勤を認めるか否かの⽅針を決め、認める場合は早急に⾃転⾞通勤についてのルールを整備していくこと
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●「インフルでも休めない日本⼈の「現状と対策」

日本におけるインフルエンザの推計患者数が全国で約
複数型のウイルスが同時流⾏して患者数を増加させているとの報道を⾒聞きし、ヒヤヒヤしている⼈も多い
のではないでしょうか。職場でインフルエンザによる欠勤者が急増し、仕事に支障をきたしているという悲
鳴もちらほら聞きます。たとえば、別の⼈で代わりのきかない仕事を担当する⼈がインフルエンザにバタバ
タと罹患。同僚たちは指⽰を仰ぎたくてもできず、右往左往している……。みなさんの周囲はいかがでしょ
うか？
〔関連リンク〕
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さらに、この度、健康診断管理のアウトソーシング
タイムカード、有給休暇管理など毎⽇、毎⽉のこと。定期健康診断のように毎年のこと。
本気で企業を進化させるには定期的な業務を⾒直すことが大切です。
 
「クラウド勤怠システム」「健康診断管理アウトソーシング」はサトーアソシエイツにお任せください。
お問合せは下記の

http://ur0.link/HPQM
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入力を主に担当しております。

日々、新しいことも覚えながら奮闘しております。

しっかりと確認しながら丁寧な仕事を心がけております。今

後ともどうぞよろしくお願いいたします。
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